
枚方市子ども・子育て支援事業計画 主要事業の目標事業量の変更（案） 
 

※ 「量の見込み」欄の上段が、計画の内容を表しています。平成 30年度の実績数を下段に記載しています。 

  「確保方策」欄については、下段に見直し後の数値を「→」で記載しています。 

１．教育・保育 
 

満３歳以上で教育を希望される児童（１号認定）、満３歳以上で保育が必要な児童（２号認定）、満３歳未満で保育が必要な児童（３号認定）が利用する

教育・保育施設（幼稚園、認定こども園、保育所及び地域型保育事業（小規模保育事業等））を提供する事業 

 

○量の見込みの考え方 

①今後も引き続き受け皿の整備を行わなければ、待機児童の発生が見込まれることから、見直しを行います。 

②本市の将来の人口推計において就学前児童は減少傾向にあります。平成 27 年４月から平成２９年４月までの各認定別の支給認定児童実績及び入園児童実

績では、１号は減少傾向、２号は微増傾向、３号は女性就業率の上昇などが要因となり増加傾向であり、平成 30年度以降もこの状況が継続すると見込ん

でいます。また、平成 27年３月の本計画策定時には、保育需要のピークは平成 29年度と見込んでいましたが、国の「子育て安心プラン」の取り組み等

を踏まえると、平成 31年度以降も増加することが見込まれます。 

 

＜市の考え方による量の見込み及び確保方策＞ ※（ ）は広域利用において他市児童が利用する人数を内数にて表示               （人） 

地域 
第 1 年度（H27 年度） 第 2 年度（H28 年度） 第 3 年度（H29 年度） 第 4 年度（H30 年度） 第 5 年度（H31 年度） 

1 号 2 号 3 号 1 号 2 号 3 号 1 号 2 号 3 号 1 号 2 号 3 号 1 号 2 号 3 号 

量 

の 

見 

込 

み 

合計 6,121 4,276 3,149 5,848 4,276 3,149 5,576 4,276 3,149 
4,790 

4,942 

4,311 

4,433 

3,684 

3,625 
4,487 4,393 3810 

北部 1,305 911 673 1,265 911 673 1,222 911 673 
1,320 

1,438 

867 

890 

916 

909 
1,236 883 948 

中部 1,368 956 732 1,333 956 732 1,298 956 732 
840 

864 

1,032 

1,052 

885 

866 
787 1,052 915 

南部 2,013 1,406 1,020 1,897 1,406 1,020 1,782 1,406 1,020 
1,107 

1,128 

1,354 

1,410 

1,149 

1,149 
1,037 1,380 1,187 

東部 1,435 1,003 724 1,353 1,003 724 1,274 1,003 724 
1,523 

1,512 

1,058 

1,081 

734 

701 
1,427 1,078 760 

資料５ 



確 

保 

方 

策 

合計 7,127 4,332 3,022 7,127 4,452 3,156 7,087 4,472 3,215 7,052 4,484 3,638 
7,052 

→6,497 

4,559 

→4,579 

3,810 

→3,809 

幼稚園・保育所・ 

認定こども園合計 

7,127 

（70） 
4,332 2,992 

7,127 

（35） 
4,452 3,126 7,087 4,472 3,126 7,052 4,484 3,487 

7,052 

→6,497 

4,559 

→4,579 
3,552 

 

北部 2,100 853 681 2,100 895 709 2,060 915 709 2,060 915 849 
2,060 

→1,730 

927 

→947 
857 

中部 1,345 998 724 1,345 1,034 748 1,345 1,034 748 1,345 1,034 840 
1,345 

→1,300 
1,034 840 

南部 1,551 1,372 945 1,551 1,372 963 1,551 1,372 963 1,516 1,384 1,108 
1,516 

→1,381 
1,447 1,165 

東部 2,131 1,109 642 2,131 1,151 706 2,131 1,151 706 2,131 1,151 690 
2,131 

→2,086 
1,151 690 

 

小規模保育事業 

合計 

 

30 

 

30 

 

89 

 

151 

 

258 

→257 

 

北部 - - 30 49 49 

中部 20 20 30 42 
61 

→60 

南部 10 10 29 48 117 

東部 - - - 12 31 

○確保方策の考え方 

①1 号は幼稚園及び認定こども園の定員、2・3 号は平成３１年４月までの保育所、認定こども園、小規模保育事業実施施設の増改築や創設による定員増の

予定を反映しています。 

②本計画の数値は各年度の４月１日時点としていますが、年度途中の量の増加にも対応できるよう、確保方策を見込みます。 

 


